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検査・点検整備の法的な位置づけと目的

自動車は、保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。（§40～42）

自動車の使用者は 点検・整備をすることにより 自動車を

自動車は、保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。（§40 42）

点検整備

国土交通大臣の行う検査を受け 有効な自動車検査証の

検査

維持のためには、①日常点検整備、②定期点検整備、

その他使用状況・車種に応じた点検整備、の実施が必要

自動車の使用者は、点検・整備をすることにより、自動車を
保安基準に適合するよう維持しなければならない。（§47）

国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の
交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供し
てはならない。 （§58）

①新規検査その他使用状況 車種に応じた点検整備、の実施が必要

①日常点検整備

①新規検査

・自動車を運行の用に供しようとするときは、使用者は、自動車を提示し

て、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。（§59）

②・自動車の使用者は、走行距離、運行時の状態等から判断した適切な

時期に日常点検をし、必要な整備をしなければならない。（§47の2）

②定期点検整備

②継続検査

・使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用

しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう

継続検査を受けなければならない。 （§62）
②定期点検整備

・自動車の使用者は、定期的に点検をし、必要な整備をしなければ

ならない。（§48）

継続検査を受けなければならない。 （§62）

③その他の検査

・必要に応じ、臨時検査（§63）、構造等変更検査（§67）を受けなけれ

ばならない。ばならない。
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自動車検査制度の概要

○国民の安全確保 環境の保全を担保
概要

○国民の安全確保・環境の保全を担保
自動車の検査業務は、国民の安全確保や環境の保全のため、国の定める安全基準等に適合することを公証し、運行の用に
供することを可能とするといった公権力の行使を行うものである。

○国の制度の執行を担保
検査制度により 以下のような国の制度の円滑な執行を継続的に担保し 国民の利益を保護している検査制度により、以下のような国の制度の円滑な執行を継続的に担保し、国民の利益を保護している。

○盗難車ではないことの確認 ○自動車税納付確認 ○自動車重量税の徴収
○放置違反金等の納付確認 ○自賠責保険の加入確認 ○リコール情報の提供

検査の流れ

車の保安基準
適合性を審査

完成検査終了証
の提示
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（台数は平成２５年度実績）



検査制度の概要

自動車検査制度（継続検査）自動車検査制度（継続検査）

指定整備工場 保安基準適合証

＋

その他必要書類
（現車提示省略）

（点検・整備）

約７割

（出来映えチェック）

保安基準に適合するよう点検・整備

現車

もよりの
運輸支局等

自動車検査

認証整備工場
自動車検査証
有効期間更新

点検整備記録簿
その他必要書類

約２割 検査

自動車検査
独立行政法人

（点検・整備）

自動車ユーザー

自動車 ザ 自身

約１割

自動車ユーザー自身
現車

点検整備記録簿
その他必要書類



指定整備率の推移
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整備事業の全体像

整備全般整備全般

分解整備

・オイル交換
・タイヤ空気圧の調整 等 （分解整備を伴わない整備）

分解整備

約9.2万工場（認証）

ブレーキ、エンジン等を取外して行う整備 タイヤやオイルの交換等

車体整備

(約5,750＋α)工場
分解整備を伴わない

指定整備

約2.9万工場

分解整備を伴う
車体整備

分解整備を伴わない
車体整備

ブレーキの整備

優良認定（車体）

約 場

いわゆる民間車検場エンジンの整備 事故車のフレーム
修正作業 板金・塗装作業

優良認定（車体）

約1,300工場
エンジン動力を伝
える部品の整備



検査と点検整備の具体的な違い

構造・装置 原動機 制動装置 動力伝達装置
有害なガス等の
発散防止装置
(排出ガス防止装置)(排出ガス防止装置)

エンジンオイルの汚れ
及び液量、バッテリ液量
等を点検

ブレーキディスクの
摩耗及び損傷等を
点検

ミッションオイルの汚れ
及び液量を点検

排ガス等に影響するエア
クリーナを点検

点検整備

等を点検 点検

エンジンのかかり具合、
異音を確認

ブレーキテスタにより
ブレーキ力を検査

動力を伝達するプロペラ
シャフト連結部のがた等
を検査

排ガステスタにより、アイド
リング時に排出されるガス
濃度を検査

検査


